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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　チリ共和国は、世界第１位の銅産国であり、我が国は銅・モリブデンの輸入先第１位国として

同国と密接な関係にあります。

　銅をはじめとする鉱業は同国の主要産業であり、経済発展の基盤ですが、環境に対する負荷が

極めて大きな産業でもあります。同国の現行鉱山保安法では、休廃止鉱山について修復義務が規

定されておらず、多くの休廃止鉱山が実態すら把握されないまま放置されており、環境への影響

が懸念されています。

　一方、環境・鉱害防止の監督機関である鉱業省地質鉱山局（SERNAGEOMIN）では、稼働休廃

止鉱山のデータベースが未整備であるうえ、環境対策を企画・モニタリングする技術・経験が不

足しており、その能力向上が課題となっています。同国鉱業が将来においても健全に発展してい

くためには、鉱物資源開発に伴う環境管理体制の強化が急務です。

　このため、チリ共和国は2000年10月に「鉱害防止指導体制強化」に係るプロジェクト方式技術協

力の要請を日本政府に提出しました。これを受けJICAは2001年５月と８月にそれぞれ第１次、第

２次短期調査を実施し、案件の実施妥当性、協力内容、活動計画、供与機材等の協議を行いまし

た。

　これらの調査結果により、プロジェクト実施の可能性が確認されたことを受け、実施協議調査

団を2002年１月６日から派遣し、１月10日にミニッツ（M／M）、翌11日に討議議事録（R／D）の署

名・交換を行い、2002年７月１日から５年間のプロジェクトを実施することを日本・チリ共和国

双方で合意しました。

　本報告書は同調査団の調査結果を取りまとめたものです。

　ここに本調査団の派遣に関しご協力いただいた、日本・チリ共和国両国の関係各位に対し、深

甚な謝意を表すとともに、あわせて今後の支援をお願いする次第です。

　2002年１月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
理 事 　理 事 　理 事 　理 事 　理 事 　 望 月 　 久望 月 　 久望 月 　 久望 月 　 久望 月 　 久
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第１章　実施協議調査団の派遣第１章　実施協議調査団の派遣第１章　実施協議調査団の派遣第１章　実施協議調査団の派遣第１章　実施協議調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯

　チリ共和国（以下、「チリ」と記す）は、世界第１位の銅産国であり、我が国は銅・モリブデンの輸

入先第１位国として同国とは密接な関係にある。

　同国の現行鉱山保安法では、休廃止鉱山について修復義務が規定されておらず、多くの休廃止

鉱山が実態すら把握されないまま放置されており、環境への影響が懸念されている。このため、

休廃止鉱山対策を規定した閉山法の制定に向け、鉱業省地質鉱山局（SERNAGEOMIN）等の行政

機関、民間企業からなる委員会が設置され、法務、財務、技術、市民参加の観点から解決策につ

いて検討のうえ、作成された草案につき現在関係機関で審議しているところである。

　一方、環境・鉱害防止の監督機関であるSERNAGEOMINでは、稼働休廃止鉱山のデータベー

スが未整備であるうえ、環境対策を企画・モニタリングする技術・経験が不足しており、その能

力向上が課題となっている。このため、チリは2000年10月に「鉱害防止指導体制強化」に係るプロ

ジェクト方式技術協力の要請を日本政府に提出した。これを受けJICAは2001年５月と８月にそれ

ぞれ第１次、第２次短期調査を実施し、案件の実施妥当性、基本的枠組み、活動計画、供与機材

等の協議を行った。

　これらの調査結果により、プロジェクト実施の可能性が確認されたことを受け、実施協議調査

団を2002年１月６日から派遣し、１月10日にM／M、翌11日にR／Dの署名・交換を行い、2002年

７月１日から５年間のプロジェクトを実施することを日本・チリ双方で合意した。

　なお、同国のJICA国別事業実施計画においても環境保全は重要分野の１つとされており、環境

行政機能向上の視点から本案件は重要項目として位置づけられている。

１－２　調査団の構成

担当分野 氏　　名 所　　　属

総　　括 谷川　和男 国際協力事業団　専門技術嘱託

鉱務監督官 山下　　隆 経済産業省　九州保安監督部　鉱害防止課

鉱害調査 長江　　晋 金属鉱業事業団　調査事業部　調査課

協力企画 井出　悦子 国際協力事業団　鉱工業開発協力部第二課　Jr.専門員
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１－３　調査日程

１－４　主要面談者

＜チリ側＞

（１） 国際協力庁（AGCI）

Carol Pinto-Aguero B for Executive Director

Ivan Mertens Galle Technological Transfer and Environmental

Coordinator

（２） 鉱業省（MM）

Jacqueline Saintard Vera Undersecretary of Mining

Maria de la Luz Vasquez M Chief, Environmental Unit

Guillermo Toro Avendano Environmental Unit Project Coordinator

（３） 国家環境委員会（CONAMA）

Alvaro Sapag R Chief, Department of Justice

行　　　　　程
日順 月日 曜日

総括、鉱務監督官、鉱害調査、協力企画
宿泊地

１ １月６日 日
移動 NH006（成田 17:15 発→Los Angeles 9:45 着）
移動 LA601（Los Angeles 12:15 発→リマ市経由）

機中泊

２ ７日 月

移動 LA601（→Santiago 6:20 着）
JICA事務所打合せ／澤谷個別専門家との打合せ
日本国大使館
国際協力庁表敬
SERNAGEOMINとの協議（R/D等）

Santiago

３ ８日 火
専門家執務室視察
CONAMA（国家環境委員会）表敬
SERNAGEOMINとの協議（R/D等）

Santiago

４ ９日 水 SERNAGEOMINとの協議（PDM・機材・M/M等） Santiago

５ 10 日 木
SERNAGEOMINとの協議（PDM・機材・M/M等）
M/M署名・交換

Santiago

６ 11 日 金

SERNAGEOMINとの協議（M/M等）
鉱業省表敬（R/D署名・交換）
日本国大使館報告／JICA事務所報告
移動 LA600（Santiago 22:55 発→リマ市経由）

機中泊

７ 12 日 土
移動 LA600（→LAX 7:30 着）
移動 NH005（LAX 11:35 発→）

機中泊

８ 13 日 日 移動 NH005（→成田 16:15 着）
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（４） 鉱業省地質鉱山局（SERNAGEOMIN）

Ricardo Troncoso SM. National Director

Luis Sougarret S. National Sub director of Mining

Jose Bruna U. Chief, Planning Department

Miguel Rodriguez T. Engineer, Planning Department

Krugger Montalban A. Chief, DIGA

Rene Rojas SM. Engineer, DIGA

Luis Lara Plaza Chief, Information Department

Paula Cornejo P. Chief, Tiltil Laboratory

Felipe Llona R. Chief, Chemical Laboratory

＜日本側＞

（１） 日本大使館

前田　秀一 一等書記官

遠藤　知庸 一等書記官

（２） JICA個別専門家

澤谷　勝三

（３） JICAチリ事務所

村上　正博 所長

上野　哲宏 所員

一ノ戸田端子 所員
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第２章　調査・協議結果概要第２章　調査・協議結果概要第２章　調査・協議結果概要第２章　調査・協議結果概要第２章　調査・協議結果概要

２－１　プロジェクトの概要

２－１－１　基本計画

（１） 名　称

日本名：鉱害防止指導体制強化プロジェクト

英語名：Project for Strengthening Institutional Capacity of Mining Environmental

Management

（２） 実施機関

　鉱業省地質鉱山局（SERNAGEOMIN）

（３） 実施体制

　プロジェクトの総括管理責任をプロジェクトダイレクター（鉱業省次官）が、総括実施責任

をプロジェクトダイレクター代理（SERNAGEOMIN局長）が負う。プロジェクトの運営及

び技術的事項はプロジェクトマネージャー（DIGA部長）が責任を負う。

（４） ターゲットグループ

　C／P（カウンターパート）SERNAGEOMIN　職員39名（データベース及び化学分析分野を

含む）

（５） ターゲットエリア

　モデルサイトを４か所とする。

１）　１～２州：砂漠地帯・大規模鉱山中心（アントファガスタ）

２）　３～４州：河川沿いに緑地・農地・中小規模鉱山中心（コピアポ）

３）　首都圏・５～６州（サンチャゴ市）

４）　８州を中心とする南部（コンセプシオン）

（６） 合同調整委員会

　年１回以上開催される。

　国際協力庁（AGCI）、国家環境委員会（CONAMA）、鉱業省（MM）、SERNAGEOMIN及

びJICAの５機関の代表で委員会を構成する。
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（７） 移転項目

　技術移転項目

１）　休廃止鉱山データ編纂技術

２）　鉱山閉鎖技術

３）　鉱害管理技術

４）　鉱務監督官育成技術

（８） 上位目標

・チリ政府により休廃止鉱山鉱害防止対策が実施される。

・SERNAGEOMINにより閉山対策に関する技術的監督指導が実施される。

・鉱山データベースが整備される

（９） プロジェクト目標

　鉱山保安当局として以下２つの機能の必要技術をSERNAGEOMINが獲得する。

機能１ 潜在的環境影響情報を含む稼働及び休廃止鉱山の情報を収集・整理し

（データベース）、実態を把握する。

機能２ 閉鎖鉱山による環境被害を最小化する対策の企画及びモニタリング能力を

育成する。

（10） 成　果

１）　プロジェクト実施体制が確立される。

２）　鉱害防止に係る基本的な考え方がSERNAGEOMINに定着する。

３）　SERNAGEOMINの休廃止鉱山実態調査技術力が強化される。

４）　上の調査で取得した情報がデータベースに整備される。

５）　SERNAGEOMINが閉山対策能力を有する。

６）　SERNAGEOMINの鉱害防止監督検査技術が強化される。

７）　SERNAGEOMINが鉱害防止事業計画策定能力を有する。

８）　SERNAGEOMINの環境影響評価能力が強化される。

９）　SERNAGEOMINの化学分析技術・分析機器維持技術が強化される。

10）　SERNAGEOMINがデータ解析技術・解析結果評価技術を有する。
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（11） 活　動

１）　計画どおりにプロジェクト必要要素を配置する。

２）　日本の鉱害防止に係る法規・規則及び鉱害防止に係る検査や調査方法を紹介する。

３）　モデルサイトで休廃止鉱山の実態を調査し、堆積場、鉱業廃棄物、露天採掘場跡、坑

内採掘の坑口閉塞、粉塵飛散、坑排水ほかの各項目ごとに危険度を判定する技術を指導す

る。

４）　現在SERNAGEOMINが所有しているデータベース・ソフトを改善し、実態調査結果

を入力できるようにする。

５）　モデルサイトの稼働鉱山において、堆積場、鉱業廃棄物、露天採掘場跡、坑内採掘の

坑口閉塞、粉塵飛散、坑排水ほかの各項目ごとに閉山時に必要な対策技術を指導する。

６）　閉山とは無関係に、堆積場、鉱業廃棄物、粉塵飛散、坑排水ほかの各項目ごとに、稼

働鉱山にて具体的に鉱害防止監督検査技術を指導する。

７）　閉山対策をいつまでにいかなる工事を終了する必要があるのかを設定するために、鉱

害防止事業計画策定技術及びモデルサイトでの閉山事業の費用算定を指導する。

８）　現在SERNAGEOMINが実施している鉱業環境影響評価に技術的助言を与える。

９）　鉱害汚染度を把握するための化学分析技術、さらに分析機器維持技術を改善する。

10）　現地で得られたデータ分析技術及び解析結果の評価技術を指導する。

２－１－２　投入

＜日本側＞

（１） 長期専門家５名

チーフアドバイザー ５年

業務調整員 ５年

鉱害調査 ５年

鉱山保安・環境 ５年

化学分析 ２年（機材設置終了後派遣予定）

（２） 短期専門家

基本的に必要に応じ派遣する。チリ側は情報処理について派遣の効率性を考慮し最低２か

月、プロジェクト期間内最低２回派遣するよう要求した。これに対し、日本側はリクルート

上の問題がある旨説明したうえで、できるだけ努力すると約束した。
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（３） 研修員受入れ

　年間１～３名の研修員の受入れ

（４） 機材供与

　計１億2,000万円（詳細は付属資料M／M「ANNEX9」参照）

・Site Equipment

・コンピューター関連機器

・化学分析機器機材

・研修用機材

・その他

注１． GC-MSは予算の制約上2002年には供与できず、来年度以降引き続きその供与の可能性

につき検討していく旨説明し、M／M 10．（３）に記載して、チリ側の理解を得た。

注２． ICP-MS用キャリアガス購入を確認するとともに、設置場所確保の確認を行った。

注３． コンピューター関連機器に関し、№１．６．７．８のソフトウェア研修に「 WITH

TRAINING」の文言を付加し、M／M「ANNEX9」に記載した。

＜チリ側＞

（１） プロジェクトサイト

本拠地は首都サンチャゴ市、SERNAGEOMIN・Til Til Laboratory（Til Til 1993番地）に

執務室を設置する。チーフアドバイザー用１室、専門家用約35㎡の部屋１室、及び化学分析

機器設置用スペースを提供する。また、大講堂等を研修場（講義室）として使用できる。

改修に係る双方の負担事項を確認し、M／M「ANNEX12」に記載した。改修工事は専門家赴

任前の2002年６月15日までに修了することをM／M 11．（２）に記載し、図面を入手した。

また、モデルサイトのうちCopiapo、ConcepcionにはSERNAGEOMINの宿舎があり使用

可能である。

（２） C／P

SERNAGEOMINの技術的C／P合計39名。

また、PM（DIGA部長）、現澤谷長期個別専門家C／P、Til Til Laboratory長の３名をC／P

の代表者（パイプ役）とする。
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（３） ローカルコスト

チリ側が2006年のプロジェクト終了までに必要な経費を確保することを確約した。C／Pの

給与、調査旅費、研修参加経費、供与機材の補修、試薬等の消耗品購入費等の経費として約

９億4,000万ペソを確保する。

２－１－３　今後のスケジュール

　協力期間開始を2002年７月１日とする。また、Ａ４フォーム取り付け後、直ちに機材調達

に取りかかることとする。



２－２　対処方針・調査協議結果

Project for Strengthening
Institutional Capacity of
Mining Environmental
Managementにて合意した。

左記について確認した。

プロジェクトの総括管理責任
をプロジェクトダイレクター
（鉱業省次官）が負い、総括実
施責任をプロジェクトダイレ
クター代理（SERNAGEO
MIN局長）が負うことで合意
し、R／D IVの修正を行っ
た。（調査団所見参照）

左記について確認した。

左記について確認した。

左記について確認した。

左記について確認した。

左記について再確認し、M／
M「ANNEX7」に記載した。

左記について再確認し、M／
M「ANNEX7」に記載した。

左記修正事項を確認する。

左記について再確認する。

左記について再確認する。

左記について再確認する。

左記について再確認する。

左記について再確認する。

左記について再確認する。

SERNAGEOMINにより閉山
対策に関する技術的監督指導
が実施される。
SERNAGEOMIN gives
technical  instruct ions
concerning the measures to
closing minesへの修正を確認
する。

左記について再確認する。

１．基本計画
（１） 名　称

（２） 実施機関

（３） 実施体制

（４） ターゲット
　グループ

（５） ターゲット
　エリア

（６） 合同調整委員
　会

（７） 移転項目

（８） 上位目標

（９） プロジェクト
　目標

調査・協議項目 現 状 及 び 問 題 点 対　処　方　針 調 査 協 議 結 果

－9－
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調査・協議項目 現 状 及 び 問 題 点 対　処　方　針 調 査 協 議 結 果

修正事項を確認し、M／M
「ANNEX7」に記載した。

左記修正事項を確認した。

８）を『現在S E R N A G E O
MINが実施している鉱業環
境影響評価に技術的助言を与
える。』に修正し、M／M
「ANNEX7」に記載した（長江
団員報告書参照）。

成果・指標８．が明確でない
ためプロジェクト開始後、双
方で協議し修正することで合
意し、M／M「ANNEX7」に
記載した。

鉱害に係る→鉱害防止に係る
に修正

化学分析機器技術→化学分析
技術に修正

その他、左記について再確認
する

日本の鉱害に係る→日本の鉱
害防止に係る・・・

土壌汚染→鉱業廃棄物
露天堀採掘場→露天採掘場跡
坑内採掘・坑口→坑内採掘の
坑口閉塞

土壌汚染→鉱業廃棄物
露天堀採掘場→露天採掘場跡
坑内採掘・坑口→坑内採掘の
坑口閉塞
土壌汚染→鉱業廃棄物

化学分析機器を設置し、機器
維持技術を改善する→化学分
析技術、更に分析機器維持技
術を改善する。

以上の修正を確認する。

日本側作成（案）をチリ側に説
明し、合意のうえM／Mに添
付する。

１）プロジェクト実施体制が確立され
る。
２）鉱害に係る基本的な考え方が

SERNAGEOMINに定着する。
３）SERNAGEOMINの休廃止鉱山実態
調査技術力が強化される。
４）上の調査で取得した情報がデータ
ベースに整備される。
５）SERNAGEOMINが閉山対策能力を
有する。
６）SERNAGEOMINの鉱害防止監督検
査技術が強化される。
７）SERNAGEOMINが鉱害防止事業計
画策定能力を有する。
８）SERNAGEOMINの環境影響評価能
力が強化される。
９）SERNAGEOMINの化学分析機器・
分析機器維持技術が強化される。
10）SERNAGEOMINがデータ解析技
術・解析結果評価技術を有する。

１）プロジェクト実施体制が確立され
る。
２）日本の鉱害に係る法規・規則及び鉱
害に係る検査や調査方法を紹介する。
３）モデルサイトで休廃止鉱山の実態を
調査し、堆積場、土壌汚染、露天堀採
掘場、坑内採掘・坑口、粉塵飛散、坑
排水他の各項目毎に危険度を判定する
技術を指導する。
４）現在SERNAGEOMINが所有してい
るデータベース・ソフトを改善し、実
態調査結果を入力できるようにする。
５）モデルサイトの稼働鉱山において、
堆積場、土壌汚染、露天堀採掘場、坑
内採掘・坑口、粉塵飛散、坑排水他の
各項目毎に閉山時に必要な対策技術を
指導する。
６）閉山とは無関係に、堆積場、土壌汚
染、粉塵飛散、坑排水他の各項目毎
に、稼働鉱山にて具体的に鉱害検査技
術を指導する。
７）閉山対策を何時までに如何なる工事
を終了する必要があるのかを設定する
鉱害防止事業計画策定技術及びモデル
サイトでの閉山事業の費用算定を指導
する。
８）現在SERNAGEOMINが実施してい
る鉱業環境影響評価書を照査し、環境
影響評価制度の改善のため技術的助言
を与える。
９）鉱害汚染度を把握するために、化学
分析機器を設置し、 機器維持技術を
改善する。
10）現地で得られたデータ分析技術及び
解析結果の評価技術を指導する。

日本側作成（案）

（10）成果

（11）活動

（12）PDM
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調査・協議項目 現 状 及 び 問 題 点 対　処　方　針 調 査 協 議 結 果

５年間とする。

（長期専門家５名）
　チーフアドバイザー ５年
　業務調整員 ５年
　鉱害調査 ５年
　鉱山保安・環境 ５年
　化学分析 ２年
　　　　（機材設置終了後派遣予定）
（短期専門家）
　基本的に必要に応じ派遣する。チリ側
は情報処理について派遣の効率性を考慮
し最低２か月、プロジェクト期間内最低
２回派遣するよう要求。これに対し、日
本側はリクルート上の問題がある旨説明
したうえで、できるだけ努力すると約束
した。

年間１～３名の研修員の受入れ。

計１億2,000万円
（詳細は付属資料３参照）
・Site Equipment
・コンピューター関連機器
・化学分析機器機材
・研修用機材
・その他

本拠地はサンチャゴ市
SERNAGEOMIN Til Til laboratory（Til
Til 1993番地）に執務室を設置。
チーフアドバイザー用１室、専門家用約
35㎡の部屋１室、及び化学分析機器設置
用スペースを提供。
大講堂等を研修場（講義室）として使用可
能。

SERNAGEOMINの技術的C／P合計39
名。

２．投入
2-1 日本側
　（１） 協力期間

　（２） 専門家派遣

　（３） 研修員受入
　　れ

　（４） 機材供与

2-2 チリ側
　（１） プロジェク
　　トサイト

　（２） C／P

左記について再確認する。

左記について再確認する。

左記について再確認する。

・コンピューターネットワー
クシステムの確認・情報部
員増の確認
・GC-MS供与の説明（プロ
ジェクト期間内に現状把握
を踏まえ、2003年度以降の
予算枠で供与の是非を検討
する旨M／Mに記載）

・ICP-MS用キャリアガス購
入の確認

左記について再確認する。

左記について再確認する。

2002年７月１日プロジェクト
開始で合意した。

左記について確認した。

左記について確認した。

・G C - M Sは予算の制約上
2002年には供与できず、来
年度以降引き続きその供与
の可能性につき検討してい
く旨説明しM／M 1 0．
（３）に記載し、チリ側の理
解を得た。

・ICP-MS用キャリアガス購入
を確認するとともに、設置
場所確保の確認を行った。
・コンピューター関連機器に
関し、№１．６．７．８の
ソフトウェア研修に「WITH
TRAINING」の文言を付加
し、M／M「ANNEX9」に記
載した。

改修に係る双方の負担事項に
ついて確認しM／M「ANNEX
12」に記載した。また、改修
工事は専門家赴任前の2002年
６月15日までに修了すること
をM／M 11．（２）に記載し、
図面を入手した。
モデルサイトC o p i a p o、
Concepc ionにはSERNA
GEOMINの宿舎があり使用
可能。

左記について確認するととも
に、PM（DIGA部長）、現澤
谷長期個別専門家C／P、Til
Til Laboratory長の３名をC
／Pの代表者（パイプ役）とす
ることで合意した。
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調査・協議項目 現 状 及 び 問 題 点 対　処　方　針 調 査 協 議 結 果

　（３） ローカル
　　コスト

３．活動計画

４．今後のスケジ
　ュール

チリ側が2006年プロジェクト終了までに
必要な経費を確保することを確約。C／
Pの給与、調査旅費、研修参加経費、供
与機材の補修、試薬等の消耗品購入費等
の経費として約９億4,000万ペソを確
保。

双方合同で「活動計画」（PO）作成。

R／D署名後、機材調達を開始し、協力
期間開始を2002年７月１日とする。

左記について再確認する。

修正事項を踏まえ再確認す
る。

左記を説明し、R／Dに記載
のうえ合意する。

左記について再確認し、M／
M「ANNEX10」に記載した。

活動８を修正し、M／M「ANNEX
8」に記載した。
今後年次活動計画（APO）を
長期専門家とチリ側とで作成
することで合意した。

協力期間開始を2002年７月１
日とすることで合意した。
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２－３　調査団所見

２－３－１

　2001年５月の第１次及び８月の第２次短期調査により、本案件の妥当性を確認するととも

に、プロジェクト実施に係る計画案等を策定した。基本的なフレームワークが整ったところ

で、本実施協議チームが派遣され、鉱害防止の監督機関でありかつ実施機関となる鉱業省地質

鉱山局（SERNAGEOMIN）のトロンコッソ局長を中心に先方関係機関と本件プロジェクト方

式技術協力に係る実施協議を行なった。

２－３－２

　過去にコピアポにおいて、「資源環境研修センター」プロジェクト方式技術協力を実施済みで

あり、また、上記のように２度にわたる短期調査を実施したことにより、SERNAGEOMIN

関係者は技術協力計画（TCP）、活動計画（PO）、暫定実施計画（TSI）、プロジェクトデザイン

マトリックス（PDM）等、我が方の協力方式や考え方についてはある程度理解していたので、

短期間の調査期間ではあったが効率的な協議を行うことができた。本案件から新たにプロジェ

クト・ドキュメントをM／Mに添付することとなったが、先方はその考え方・内容についても

理解を示した。総体的には若干の修正はあったものの、ほぼ我が方の対処方針に沿った形で合

意に達することができ、１月10日、SERNAGEOMINにおいてミニッツ（M／M）に、１月11日

には鉱業省において討議議事録（R／D）に署名・交換を行った。

　先方の協議相手はSERNAGEOMINのトロンコッソ局長が中心で、実権を一手に掌握して

いた。R／D及びM／Mは英文にて作成されたこともあって、先方はスペイン語と英語のもつ

ニュアンスの違い（例えば、休止鉱山（suspended mines）の‘suspend’は「中止」の意味をもつ

由）を主張し、なかなか譲らなかった場面もあったが、基本的には当方の意見が聞き入れら

れ、友好的な雰囲気のなかで協議を進めることができた。１月８日付けで新たに鉱業省大臣が

任命されたばかりで、同局長は我が方チームの滞在中に大臣へのブリーフィングもあり多忙を

極めていたと思われるが、本件協議に対し十分な時間を割いて誠意と熱意を示してくれた。な

お、協議等に際しては、SERNAGEOMINに個別専門家として派遣されている澤谷専門家及

びJICAチリ事務所の一ノ戸現地スタッフに全期間アテンドしていただき有用な情報提供及び

助言をいただいた。

２－３－３　協議結果

（１） R／D（案）の修正

　SERNAGEOMINとの第１日目協議の冒頭、トロンコッソ局長からR／D案のⅣ．

Administration of the Project１・２に関し第２次短期調査時のM／M（2001年８月24日付
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け）の内容が反映されてないとして、以下のコメントとともに修文すべく申し入れがあっ

た。したがって、齟齬を生じないように下記のとおりとすることで双方合意し修正を行っ

た。

１）　プロジェクトの総括的な管理責任（overall responsibility for the administration of the

Project）は、鉱業省の次官（undersecretary）が負う。

２）　プロジェクトの総括的な実施責任（overal l  responsibi l i ty  for  the Project

implementation）はSERNAGEOMIN（鉱業省地質鉱山局）局長が負う。

（２） 鉱業省（MM）とSERNAGEOMINの関係

　トロンコッソ局長によれば、SERNAGEOMINは鉱業省からは権限委譲が進んでいて独

立した分家のような存在であり、同省に対し予算要求書は提出するが、同省には予算査定権

はない由である。施策及び人事面においても命令権はないとのこと。また、現次官は本件プ

ロジェクトに対する総括責任はないと主張しているとのことであった。結果的には１）のと

おりとすることで、同次官は同意しR／Dには署名したが、同局長本人がプロジェクトの全

責任者であるとの認識に立っているところ、実質的なプロジェクトダイレクター（PD）は同

局長といったところか。

（３） M／M（案）の修正

　ATTACHED DOCUMENTの３．Administration of the ProjectについてもR／Dとの整

合性をもたせるため、上記（１）の１）及び２）のとおり原文を修正した。

（４） M／M及びPDM（案）の修正

１）　ANNEX7　Activities８．について先方からEIAはCONAMAの主導で実施されるもの

であり、SERNAGEOMINは、CONAMAが組織する技術委員会の一委員にすぎないとし

て、「To review EIA reports in SERNAGEOMIN and to give technical advice on

improvement of the EIA system.」とする表現は現状を踏まえていないので修正するよう

申し入れがあった。よって、M／M ７．（１）のように「To give technical advice on EIA

in SERNAGEOMIN」と訂正することで合意した。これに伴いANNEX8．POも同様に修

正した。

２）　先方から、ANNEX7　Indicator８．「Situation on EIA」では意味が分かりにくいの

で、もっと明確にすべしとのコメントがあった。本件に関しては、プロジェクトが開始し

てから、日本人専門家チームとよく協議して修正することで双方合意し、M／M ７．

（２）のとおり記載した。
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３）　ANNEX9に関し、GC-MSは我が方の予算の制約上2002年度には供与できない旨先方に

説明した。先方から供与の強い要請があったが、我が方で来年度以降引き続きその調達の

可能性につき検討していくことを十分説明したところ理解を示した。よって、M／M

10．（３）のごとく記載した。

４）　また、ANNEX9．Ｂ．コンピューター関連機材に関し№１、６、７、８（Unix、ARC

View、ARC Info、Oracle）といったソフトウェア研修については、第２次短期調査時の

M／Mに記載されているように先方は「with training」を強調し、機材使用開始時にでき

るだけ多くのC／Pに研修をお願いしたい旨申し入れるところがあった。原案では、

‘training’が付されていなかったことから、前述のM／Mどおり「with training」を付すこ

ととした。

２－３－４　留意事項

（１） チリ現政権及び経済状況が外部要因としてプロジェクトに及ぼす影響

　前述のように2002年１月８日付けで、これまで兼任のポストであった鉱業大臣が、昨年

（2001年）末の総選挙のあと新たに任命されたばかりである。今後、SERNAGEOMINを含

め体制強化が一段と進められることと思われる。現局長も留任との情報もあり、もしそうで

あれば、SERNAGEOMINの体制は現状どおり同局長の力強いリーダーシップの下、堅固

な体制が維持されていくものと思われる。ただし、若干危惧される点は、同局長不在の間は

物事が動かないという点である。

　他方、経済面では現在南米の中でも随一の安定感があり、本件プロジェクトに対するロー

カルコストとしての予算措置に関しては問題ないと思われる。

（２） 閉山法の制定の見通し

　草案は現在作成済みで国会審議待ちの状態であるが、CONAMAのSapag法律顧問によれ

ば、国会通過はその後の予算確保の問題等があって賛否両論があり、簡単な問題ではないと

いうことであった。

（３） Til Til Laboratoryにおける専門家執務室改修

　JICA事務所とTil Til Laboratoryの担当者との間で、本件改修にかかるJICA側及び先方

負担事項につき詰めを行ってきた。今般、JICA側負担分として、日本人専門家用の電話分

電盤カードの取り付け、及び電話機、机・椅子等の購入に必要な合計約2,000米ドルの概算

メモが提出された。ちなみに、先方負担分は、バスルームの改修（タイル張り等）、コン

ピューター配線、ペンキ塗り替え、ドア・窓ガラスの取り替え・修理等で約2,500米ドル相
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当である。

　また、本年４月にはコンピューター配線も旧式のものからケーブル等を更新し、レベル５

にし、性能アップを図るのでインターネット使用においても支障はなくなるとのことであ

る。

　本件執務室改修に係る先方負担工事等については、専門家が赴任する前の６月15日までに

は完成する由で、しかるべくM／Mに記載した。JICAチリ事務所に対しては引き続き本件

のフォローをお願いしたい。

（４） C／Pの本件プロジェクト業務への関与率

　短期調査の時点でも先方に対し本件問題提起を行ったが、今次調査においても同様に指摘

した。C／Pの多くが兼務状態になっていることから、フルタイムの関与は難しい状況に

なっているが、技術移転に支障をきたさないような業務実施体制づくりに努力するよう同局

長に対し申し入れを行った。同局長は日本人専門家から技術移転のための業務計画書を事前

に出してもらえれば、支障のないような体制を組む用意がある旨確約した。

　また、同局長は、モンタルバン氏（PM）、レネ・ロハ氏（現澤谷長期個別専門家C／P）、パ

ウラ女史（ラボ長）の３名が本プロジェクトのC／Pの代表者として問題点等の解決にあたる

と付言した。

（５） 機材供与

　先方は我が方の予算制約からGC-MSが本年度供与リストから外れたことに遺憾の意を表

したうえで、その必要性を説きつつ近い将来供与してほしい旨の強い申し入れがあった。当

方から日本人専門家が着任後、その必要の是非について十分協議する旨申し入れ、M／Mに

もしかるべく記載したところであるが、必要性があれば供与する方向で検討願いたい。

　なお、本年度供与対象の機材にかかるＡ４フォームは、至急AGCI経由にて提出するよう

に申し入れた。また、GC-MSについては同Ａ４フォームには記載しないように付言した。

本件についても、JICA事務所に引き続きフォローをよろしくお願いしたい。

（６） 予算の確保

１）　本件プロジェクトの特長として、情報収集及び技術指導等を行うモデルサイトが第１

州から第８州（第７州を除く）にまたがり４か所選定されているので、日本人専門家による

それらのサイトへの出張回数が多いことが挙げられる。よって、他のプロジェクト方式技

術協力に比べより多くの調査旅費がかかることが予想されるので、それらの業務実施に必

要な予算措置が望まれる。



－17－

２）　また、短期専門家の派遣数については、予算制約などの理由によりかなり削減される

ことが予想されるが、長期専門家との指導分野（TOR）も異なり、かつ先方のC／Pが39名

もいることから、極端な派件数の削減となれば当然技術移転計画に支障を及ぼすことが考

えられるので必要な予算措置をお願いしたい。

（７） 高度な機材の利用状況の把握

　供与機材として購送もしくは現地調達される機材のなかでICP-MSなどの高度な機材が見

込まれるので、それらの機材が有効活用されるように日本人専門家チームには指導をお願い

したい。

２－４　環境影響評価について

２－４－１　チリの環境影響評価制度

　チリでの環境影響評価制度（Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental：SEIA、英語

表記Environmental Impact Assessment System：EIAS）とその運用につき、DIGAモンタ

ルバン部長より概要を聴取した。

　チリでは、環境に与える影響が懸念されるとして定められた鉱業などの業種において、開発

を指向する事業者はその対象地域を管轄するCONAMA地方支部に、当該プロジェクトに係る

環境影響評価報告を提出し、環境側面についてのプロジェクトの是非を審査されねばならな

い。報告形式は事業の規模や内容等、プロジェクトが環境に与えると予測される影響の大小に

より２分される。すなわち、影響が小であると見込まれる場合には、自己申告的かつ簡易な

DIA（Declaración de Impacto Ambiental、英語表記ではEnvironmental Impact Statement：

EIS）を提出する。影響が大と予想される際には詳細なEIA（Evaluación de Impacto

Ambiental、英語表記ではEnvironmental Impact Study；環境コンサルタントへのアウト

ソースにより作成される）を提出しなければならない。対象事業についてDIAとEIAのいずれ

が必要かとの判断は開発事業者に委ねられるが、より簡易なD I Aを提出した場合は、

CONAMAの指導によりEIAの提出が求められることもある。

　DIAに該当する案件の場合は、報告書提出後、開発事業の内容とその環境影響を新聞紙上で

公表しなければならない。公表に対する質問・異議はCONAMA地方支部で受け付けたあと、

その内容が開発事業者に伝えられ、必要な修正を加えることなどを条件に当該事業が認可され

ることとなる。

　EIAに該当する案件の場合、提出された報告書はCONAMA地方支部が組織する技術委員会

において内容が審査される。技術委員会は河川・海洋・衛生・森林等々の関連各分野を所管す

るそれぞれの行政組織の地方支部から構成され、SERNAGEOMIN地方支部も技術委員会の
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一員となる。EIAの提出を受けたCONAMAは同報告書を各委員に配布し、各委員はそれぞれ

の専門的・技術的立場から報告書に対するコメントをCONAMAに伝える。コメントに開発事

業やその環境対策に対する修正要求があった場合、CONAMAは開発事業者にそれを指示し、

事業者は所要の修正を加えたあと、報告書をCONAMAに再度提出する。このプロセスはEIA

に対する技術委員会の修正要求がなくなるまで繰り返される。

　EIA該当案件については、上記の技術委員会での審査に加えて、事業内容が官報で公示さ

れ、一般市民からの意見が受け付けられる。集められた意見等はCONAMAで取りまとめら

れ、技術委員会からのコメント同様に開発事業者に伝えられる。

　こうしたプロセスによって技術委員会及び一般市民からの意見を反映した開発事業計画は、

最終的に地方自治体や地元政治家から構成されるCOREMA（州環境委員会；CONAMA支部長

が幹事）においてさらに審査を受け、これに合格することによってようやく事業が認可される

こととなる。

　チリでは、環境影響評価制度の実施を規定する環境基本法の国会審議が1990年ごろから開

始された。同法は1994年制定、環境影響評価法は1997年に制定されているが、開発企業の自

主的意向により、1992年ごろからボランタリー・ベースで同制度（当時は案）にのっとった審

査プロセスが取り行われていた。その結果、これまでに同制度に基づいて審査された開発案件

は、DIA、EIAを含め約4,000件にのぼり、うち鉱山開発案件は300件弱とのことである。

　また、環境影響評価法の審査制度によって開発中止となった事業も300件近く存在する。な

かでも、ある大規模な原生林開発事業に関しては、関係者間で大きな議論が巻き起こり、行政

側の環境保護勢力と特に環境NGOの強力な反対によって開発が中止されたとのことである。

このような事例を聞く限り、チリでの環境影響評価制度は有効に機能しているとの印象を受け

た。

　以上概述したチリでの環境影響評価制度に関しては、CONAMAのホームページ上に詳細が

述べられている（http://www.conama.cl；制度の紹介に関しては英語ページあり）。

２－４－２　環境影響評価に関連するPDM及びPO変更点について

　本項は、PDM及びPOの変更点のうち、環境影響評価に関する項目について補足するもので

ある。

　PDM及びPO案の“Activities”第８項の、「SERNAGEOMINのEIA報告書をレビューし、

EIA制度改善のための技術的助言を与える」との記載に対し、チリ側から、「EIA制度の所轄機

関はCONAMAであり、SERNAGEOMINはCONAMAが組織する技術委員会の一委員として

参加しているにすぎない。したがって、鉱業分野の開発案件に係るEIA報告書であっても

SERNAGEOMINの管理下にあるものはなく、EIA制度を改善する権限もない（チリでの環境
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影響評価制度に関しては前項を参照）」とのコメントが出され、PDM及びPO案が実状にそぐわ

ないとの指摘がなされた。そのため、両者協議のうえ「SERNAGEOMINのEIA（報告書審査）

に対して技術的助言を与える」との主旨の文言に修正することとなった。この修正はPDM及び

POの“Outputs”第８項に矛盾しない。

　またチリ側から、本件に係る“Indicator”としてPDM案に記載されていた「環境影響評価の

状況」は指標としての具体性に乏しいとの指摘がなされた。この点に関しては今回の実施協議

調査において直ちに適切な指標を設定することが困難であったため、プロジェクト開始後、日

本側専門家とSERNAGEOMIN側で協議・設定することとなった。
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第第第第第３３３３３章章章章章　　　　　事事事事事業業業業業事事事事事前前前前前評評評評評価価価価価表表表表表（（（（（プププププロロロロロジジジジジェェェェェクククククトトトトト方方方方方式式式式式技技技技技術術術術術協協協協協力力力力力）））））

案件名：鉱害防止指導体制強化プロジェクト
（Project for Strengthening Institutional Capacity of Mining Environmental Management）

対象国：チリ共和国 実施地域：モデルサイト４か所
　　　　（アントファガスタ、コピアポ、サンチャゴ市、コンセプシオン）

実施予定期間：2002 年７月１日～2007 年６月 30 日

１．プロジェクト要請の背景
・チリは、世界第１位の銅産国であるとともに、モリブデン、金、炭酸リチウム、硝酸塩類など
でも世界的な産出国である。我が国は銅・モリブデンの輸入先第１位国として同国とは密接な
関係にある。
・同国の現行鉱山保安法では、操業を停止した鉱山の採掘跡、ズリ捨場及び選鉱廃滓堆積場に関
しては、その修復義務が規定されておらず、多くが放置されたまま実態すら把握されておらず、
鉱害が発生する懸念が大きい。実際、同国北部乾燥地帯では、まとまった降雨によりほとんど
植生のない地表を濁流が流れ洪水を引き起こすため、廃滓堆積場が洗掘され下流にて水系汚染
を引き起こしている。また、炭鉱採掘跡では地盤沈下が発生し、地表の民家はそれにより陥没、
破壊され、住民が避難している例もある。
・このため、休廃止鉱山対策を規定した閉山法の制定に向け、鉱山省地質鉱業局（SERNAGEO

MIN）等の行政機関、民間企業からなる委員会が設置され、法務、財務、技術、市民参加の観
点から解決策について検討のうえ、作成された草案につき現在関係機関で審議しているところ
である。
・一方、環境・鉱害防止の監督機関である SERNAGEOMINでは、稼働休廃止鉱山に関する情報
が未整備であり、かつ環境対策を企画・モニタリングする技術・経験が不足しており、その能
力向上が課題となっている。このため、チリ共和国は閉山法を実効あるものとするために
Institutional Assistanceが必要として、2000 年 10 月に「鉱害防止指導体制強化」に係るプロ
ジェクト方式技術協力の要請を日本政府に提出した。

２．相手国実施機関：鉱業省地質鉱業局（SERNAGEOMIN）

３．プロジェクトの概要及び達成目標
（１） 達成目標
１）　プロジェクト終了時の達成目標
　SERNAGEOMINが鉱山情報管理、閉山対策に必要な技術を獲得し、2007 年までにモデル
サイト調査で取得した鉱山情報をデータベースとして管理するととも、閉山対策に関する企
画・モニタリング評価を独自に実施できる。
２）　協力終了後に達成が期待される目標
・チリ政府により休廃止鉱山鉱害防止対策が実施される。
・SERNAGEOMINにより鉱山閉山対策に関する監督・指導が実施される。
・全鉱山を網羅した鉱山データベースが整備される。
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（２） 成果・活動
　上記の目標を達成するために、以下のような成果をめざした活動を行う。
１）　鉱山実態調査で取得した情報のデータベース整備
・モデルサイトで休廃止鉱山の実態を調査し、堆積場、土壌汚染、露天掘採掘場、坑内採掘・
坑口、粉塵飛散、坑廃水他の各項目ごとに、危険度を判定する技術を指導する。

・現在 SERNAGEOMINが所有しているデータベース・ソフトを改善し、実態調査結果を入
力できるようにする。

２）　閉山対策の能力開発及び鉱害防止監督検査技術の強化
・モデルサイトの稼働鉱山において、堆積場、土壌汚染、露天掘採掘場、坑内採掘・坑口、
粉塵飛散、坑廃水他の各項目ごとに、閉山時に必要な対策技術を指導する。

・閉山とは無関係に、堆積場、土壌汚染、露天掘採掘場、坑内採掘・坑口、粉塵飛散、坑廃
水他の各項目ごとに、稼働鉱山にて具体的に鉱害検査技術を指導する。

・（閉山対策をいつまでにいかなる工事を終了する必要があるのかを設定する）鉱害防止事
業計画の策定技術及びモデルサイトでの閉山事業の費用算定を指導する。

・現在 SERNAGEOMINが実施している鉱業環境影響評価書を照査し、環境影響評価制度の
改善のための技術的助言を与える。

３）　化学分析技術の強化
・鉱害汚染度を把握するために、化学分析機器を設置し、機器維持技術を改善する。
・現地で得られたデータ分析技術及び解析結果の評価技術を指導する。

（３） 投入（インプット）
＜日本側＞
・長期専門家：５名
（チーフアドバイザー、業務調整員、鉱害調査、鉱山保安・環境、化学分析）
・短期専門家：情報処理専門家等の技術移転関連分野を必要に応じて派遣する。
・研修員受入れ：１～３名／年（プロジェクトの進捗にあわせて必要な研修を行う）
・機材供与：サイト調査用機械／機器、コンピューター・システム、室内試験用機器、研修
用機材

・総事業費：約５億 1,000 万円
＜チリ側＞
・C／P：39 名
・サイト施設：モデルサイト４か所
（アントファガスタ、コピアポ、サンチャゴ市、コンセプシオン）
・ローカルコスト（調査旅費・研修参加経費・供与機材補修費・試薬等の消耗品購入費等）

（４） 実施体制
　鉱業省次官がプロジェクトの総括責任者（プロジェクトダイレクター）となり、プロジェク
ト実施機関である SERNAGEOMINの局長がその代理として補佐する。プロジェクトの運営及
び技術的事項は SERNAGEOMIN環境・管理部長がプロジェクトマネージャーとして責任を負
う。

　C／Pは SERNAGEOMINの州支局長、DIGA部長、鉱山保安部長、DIGA技師、化学分析
所技師、情報部技師、資源研修センター長及び鉱務監督官から構成される 39 名である。
また、日本・チリ双方の関係者参加の下、年１回以上の頻度で合同調整委員会を開催し、計画
策定や進捗状況の確認、日本・チリ双方の意見交換等を行う。
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４．評価結果（実施決定理由）
　以下の視点からプロジェクトを評価した結果、協力を行うことは必要かつ妥当と判断される。
（１） チリは世界最大の銅産出国であり、鉱業は経済発展の基盤である。同国鉱業が健全に発展し
ていくためには、鉱業に係る環境問題が適切に処置されることが重要である。ラゴス大統領は
環境問題を重視しており、産業界に環境を犠牲にした経済開発を認めない姿勢を鮮明に打ち出
しており、鉱業大臣も現行法では環境基準が不十分であるとして法整備を進めるなど、国をあ
げて環境問題に対処しようとしている。本プロジェクトは、同法を実効あるものとするための
制度的支援（Institutional Assistance）であり、同国の鉱山環境政策に合致するものとしてそ
の妥当性は高い。

（２） 本プロジェクトにより、リスク評価を含む鉱山データベースが構築されれば、対策を優先す
べき場所、手法、コスト等の見通しが得られ、合理的な環境対策の立案に資する。また、鉱山
閉鎖技術、鉱害管理技術を移転することにより、具体的な環境リスクに対する対応が可能とな
り、リスクの低減に寄与する効果も期待できる。

（３） チリが今後予定している休廃止鉱山問題に対処するためには、環境・鉱害防止分野の監督技
術や休閉山時における措置に関する知識、技能の向上が必要である。こうした分野については、
我が国の鉱務監督官に蓄積された知識・経験に優位性があるほか、鉱害防止積立金といった鉱
害防止対策制度も、チリの今後の制度構築の参考になるものであるなど、我が国の経験と技術
の蓄積を有効に活用可能なプロジェクトである。

（４） 日本・チリパートナーシップ・プログラムの枠組みのなかでこれまで我が国はボリヴィア等、
中南米域内において鉱山分野で協力を行ってきており、かつ同様の課題を抱える国々への普及
の可能性が十分あると期待できる。

５．外部要因リスク（外部条件）
　チリの現行鉱山保安法では、休廃止鉱山の修復義務等の規定がないため、現在これを規定する
閉山法が審議されている。閉山法により休廃止鉱山の修復を含めた管理規定が法的に整備される
ことが本プロジェクトの円滑な運営に不可欠であると考えられる。
　SERNAGEOMINは閉山法の国会承認に時間が予想以上にかかる場合は、環境法に係る政令 30
号（1997 年）の環境影響評価規定に鉱山閉山規定を付加するか、SERNAGEOMIN設置法に関連
する政令 72 号（1985 年）を利用して鉱業の閉山規則を制定するなどの方法をとる意向を表明し
ている。

６．今後の評価計画
（１） 今後の評価に使う指標
　本プロジェクトは、休廃止鉱山の修復を含めた法制度を実効あるものとするための制度的支
援（Institutional Assistance）を行うものであり、モデルサイト調査で取得した鉱山情報のデ
ータベース管理状況、閉山対策に関する企画・モニタリング評価能力を示すデータ、報告書等
が成果指標となることが予定される。

（２） 評価スケジュール
　運営指導調査（中間評価）はプロジェクトの半ばにあたる２年目後半（2005 年１月ごろ）、
終了時評価はプロジェクト終了半年前（2007 年１月ごろ）を予定している。また、協力終了後、
事後評価の実施を予定している。
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